
速 度 取 締 り 指 針

令和８年１月
真 岡 警 察 署

速 度 取 締 り 重 点

重点路線 重点時間帯 区 域 規制速度

国道294号 7：00～20：00 芳賀郡益子町地内 50キロ

国道408号 7：00～20：00 真岡市松山町 50キロ

主要地方道
宇都宮茂木線
（バイパスを含む）

8：00～18：00 芳賀町下高根沢地内 法定（60キロ）

広域農道
（はが野ｸﾞﾘｰﾝｺﾘﾄﾞｰﾙ）

10：00～20：00 真岡市亀山地内 50キロ

※ 重点以外の路線、場所、時間帯であっても、取締りを実施します。

管内における交通事故実態

○ 無免許運転等の悪質交通違反が後を絶たないため、取締り・検問を強化する。
○ 児童生徒の安全を確保するため、通学路周辺における取締りを強化する。
○ 自転車利用マナーアップのため、利用者に対する指導取締りを強化する。
○ 横断歩道での歩行者優先意識を向上させるため、横断歩行者等妨害等違反の取締りを強化する。
○ 前方不注視の要因となる携帯電話使用違反の取締りを強化する。

その他の交通指導取締り要点

～令和７年下半期～
● 交通死亡事故発生は２件（前年比－２件）と減少した。

● 人身事故のうち単独、出会い頭事故の割合が全体の約35％を占めた。

▼ 人身事故全体のうち、国道、主要地方道、県道
の幹線道路での発生が約57％であった。

▼ 人身事故発生市町村別では、真岡市が約74％、
芳賀町が約14％、益子町が約12％であった。

▼ 人身事故当事者のうち、65歳以上の高齢者が
全体の約３割を占めた。


